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「岐阜県安全・安心まちづくり情報」第３９号をお届けします！ 

日頃は「安全・安心まちづくり県民運動」にご尽力いただき、誠にありがとうございます。 
 
＜今号の記事内容＞   

● 県内の犯罪情勢（令和５年７月末）について 

● 犯罪被害者等支援について学ぶ県民講座のお知らせ 

● 防犯、交通安全、消費生活、地域づくり出前講座をご活用ください！ 

 
 
 

 

 
 

 

 

●県内の主な窃盗犯の状況 

岐阜県における令和５年１月から７月末までの刑法犯認知件数は６，７１９件で、前年同期

と比べ１，３８９件の増加（２６.１％増）となっています。新型コロナウイルス感染症の法的

な位置付けが 5 類に移行するなどして人の動きが活発になったことが認知件数を大きく押し上

げたものと考えられます。 

特に、窃盗犯の認知件数は大きく増加し、総数は４，４６６件で、前年同期と比べ 

１，１０１件増加（３２．７％増）しています。空き巣などの侵入盗が８５４件（５９.０％

増）、自動車盗などの乗り物盗が１，１００件（７３．０％増）、車上ねらいなどの非侵入盗が 

２，５１２件（１４．６％増）となりました。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県内の犯罪情勢（令和５年７月末）について    【統計値：岐阜県警察資料（暫定値）】 

～第３９号～（令和５年８月） 

安全･安心 

＜主な窃盗犯手口別件数＞ 

県内刑法犯が大きく増加！窃盗犯は前年比３２．７％の増！ 
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●中学生以下の子どもに対する「声掛け事案等」の発生状況（７月末） 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

●ニセ電話詐欺の発生状況（7 月末） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

要注意!！ 全国で強盗事件が多発しています 

～自分がターゲットにならないために～ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ニセ電話詐欺 
発生件数 対前年比 被害金額（約） 前年同期比（約） 

１３７件 +３１件 ２億 8,543 万円 +1 億 2,122 万円 

 

オレオレ詐欺  １２件 ＋１件 3,383 万円 ＋1,148 万円 

預貯金詐欺 ２５件 +１４件 2,924 万円 ＋1,296 万円 

架空料金請求詐欺 ７４件 ＋３０件 1 億 4,260 万円 ＋7,760 万円 

還付金詐欺  ７件 △１１件 645 万円  △1,514 万円 

融資保証金詐欺  ４件 +３件 291 万円 ＋238 万円 

金融商品詐欺 ２件 +１件 5,110 万円 ＋3,110 万円 

ギャンブル詐欺 ０件 △１件 0 円 △1 万円 

交際あっせん詐欺  ０件 ±０件 0 円 ±０円 

その他の特殊詐欺 ０件 ±０件 ０円 ±０円 

ｷｬｯｼｭｶｰﾄﾞ詐欺盗 １３件 △６件 1,930 万円 +85 万円 

＜ニセ電話詐欺の発生件数と被害額＞ 

声掛け事案等の認知件数は、２９１件で、前年同期と比べ３６件の増加となって

います。 

路上での発生が２４１件（全体の約８３％）で、特に下校途中に被害に遭うケー

スが１４２件（同約４９％）と最も多い状況にあります。 

時間帯でみると、午後 3 時から午後６時の間に１８４件、午前７時から午前８時

の間に４６件と、計２３０件（同約７９％）が登下校時間帯に集中しています。 

不審者や不審車両を見つけた場合は、直ちに警察へ連絡してください。 

 

地域ぐるみで 

「ながら見守り」を 

お願いします！ 

① 在宅時も全ての窓やドアに鍵かけ 

② 来客が来ても不用意にドアを開け、直接対面しない 

犯行しにくい 
自宅環境づくり！ 

不審者・不審車両 
の通報！ 

家の中に 
入らせない！ 

① 防犯カメラ、防犯センサー、人感警報機の設置 

② 窓ガラスに防犯フィルムを貼付し、ガラス強化 

③ CP 建物部品（一定の防犯性能があると評価された、錠、 

ガラス、ドア、サッシ、シャッター等）の導入 

自宅付近を徘徊、普段見慣れない人物・車を見かけたら 

すぐに１１０番通報 

ニセ電話詐欺の認知件数は、１３７件で、前年同期比で３１件の増加となっています。 

内訳としては、架空請求詐欺が７４件（前年同期比３０件増）と最も多く発生しており、続いて預

貯金詐欺が２５件（同１４件増）となっています。 

被害の特徴として、固定電話からの要求が６３件と 

全体の４６％を占める一方で、メールやネットによる 

要求も計４２件（全体の３１％）と増加しています。 

不審な電話やメールを受け取った際は、すぐに警察 

へ相談（通報）してください。 
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県民講座では、犯罪被害者ご遺族の方に、ご自身の体

験談をお話しいただきます。 

 

■則竹 崇智さん（11 月 24 日開催講座 講師） 

 平成 28 年 10 月、当時小学 4 年生だった次男の敬

太君が一宮市内の横断歩道を横断中、スマートフォンで

ゲームをしながら運転していたトラックにはねられ命を奪わ

れる。現在は、「ながらスマホ運転」の危険性を訴え、全国

で講演活動などを行っている。 

 

■磯谷 富美子さん（11 月 8 日開催セミナー 講師） 

 平成 19 年 8 月に発生した「闇サイト殺人事件」で、た

った一人の家族である娘の理恵さんを喪う。現在は、犯罪

被害者の置かれた状況に対する正しい理解と司法のあり

方について考える講演活動を全国で行っている。 

◆◆１日目：基礎講座◆◆ 

日時：令和 5 年 10 月 27 日（金） 

     13：00～16：00 

内容：・被害者等支援の概要 

      ①県、県警の取組み 

      ②民間支援団体の取組み 

・支援員の声を聞く 

申込締切：10 月 20 日（金） 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

犯罪被害者等支援について学ぶ県民講座（参加無料）のお知らせ                         

（主催／岐阜県、問い合わせ先／公益財団法人ぎふ犯罪被害者等支援センター） 

岐阜県では、岐阜県犯罪被害者等支援条例に基づき、犯罪被害者等（犯罪により被害を受けた人

やそのご家族、ご遺族）が受けられた被害の一日も早い回復、軽減や、生活の再建が図られるよう

支援するとともに、被害に遭われた方を社会全体で支え、県民が安心して暮らすことができる社会

の実現に取り組んでいます。 

安全・安心まちづくりには、「犯罪が起こらないよう、未然に防止すること」と、「起きてしまっ

た犯罪の被害に遭った人を支えること」の両方が大切です。 

そこで、県では、犯罪被害者等に対する理解や支援について学んでいただくための講座を開催し

ます。どなたでもご参加いただけますので、ぜひご参加ください。 

 いずれもオンライン講座となっていますので、各講座の QR コードからお申込みいただくか、 

下記までご連絡ください。 

【お問い合わせ先】公益社団法人 ぎふ犯罪被害者支援センター 

         TEL ０５８－２７５－３９３３ 

         Mail  jimu@gifu-vsc.org 

◆◆２日目：専門講座◆◆ 

日時：令和 5 年 11 月 24 日（金） 

     13：00～16：00 

内容：・被害者支援について 

      ①臨床心理士による心理的支援について 

②弁護士による法的支援について 

・被害者の声を聞く 

（講師：交通事故被害ご遺族 則竹 崇智さん） 

申込締切：11 月 17 日（金） 

◆犯罪による直接的な被害を受けたのち、犯罪被

害者やそのご家族、ご遺族は、関係機関や周囲の

人々の心ない言動、インターネットによる誹謗中傷と

いった二次的被害を受けることがあります。 

二次的被害の防止について考え、理解を深める

講演を開催します。 

 

日時：令和 5 年 11 月 8 日（水） 

     13：00～16：00 

内容：・被害者の声を聞く 

    （講師：闇サイト殺人事件ご遺族 

                  磯谷 富美子さん） 

      ・支援員の声を聞く 

申込締切：11 月 1 日（水） 

 

 

基礎講座・専門講座 ※オンライン講座 

二次的被害防止セミナー 
※オンライン講座 講師のご紹介 

申込みはこちら 

申込みはこちら 

申込みはこちら 



4 

 

 

安全・安心まちづくり県民運動  ～自分の地域の安全は、自分たちで守る～  
岐阜県 環境生活部 県民生活課 交通安全・コミュニティ係 

〒５００-８５７０ 岐阜市薮田南２-１-１  

TEL ０５８-２７２-８２０５  FAX ０５８-２７８-２８８９  

Ｅﾒｰﾙ c11261@pref.gifu.lg.jp 
 

＊岐阜県安全・安心まちづくりポータルサイト 
https://www.pref.gifu.lg.jp/page/535.html 

◆安全・安心まちづくりアドバイザー派遣 

◆「防犯・交通安全・消費者被害防止」出前講座 
 

◆地域の課題解決応援事業 
 

 

 

 

 

 

 

「住宅や店舗の防犯対策はどうしたらいいの？」、「防犯ボランティア活動事例を知りた

い」、「犯罪情勢を聞きたい」など、ご希望に応じてアドバイザーを派遣します。防犯ボランテ

ィア団体の会合や自治会、企業研修等で幅広くご活用ください。 

 

 

 

 

皆さんのお住まいの地域に担当職員が出向き、防犯・交通安全・消費者被害の防止といった身

近な問題をテーマに講座を実施します。寸劇などを用いた楽しい講座も開催しています。 

 

 

 

 

地域の高齢化や地域防災、自治会運営や、「地域で育てる桜を守るためにできることは？」な

ど、皆さんのお住いの地域の課題は様々です。それらを解決するための活動にアドバイザーやコ

ーディネーターを派遣します。 

 

※詳しくは、下記ぎふ地域の絆づくり支援センターの HP を 

ご覧いただくか、電話にてお問い合わせください。 

 随時、お申し込みいただけます。原則、講師の謝金や交通費の負担はありません。 

 （ぎふ地域の絆づくり支援センター）https://www.pref.gifu.lg.jp/page/11633.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
検 索 岐阜県安全・安心まちづくり 

あなたの地域へ講師を派遣します。 

の事業 

＜交通遺児・犯罪被害遺児激励金に対してご寄付をいただきました。＞    ※令和5年8月18日現在 

岐阜県では、交通事故や犯罪被害により親御さん等を亡くされた遺児の方に、くじけることなく、健

やかに、かつ、たくましく成長し、勉学に励んでいただくことを願い、激励金を支給する事業を実施し

ています。この激励金は皆様のご寄附により支えられています。 

 

（株）YuYu 様、Dream Power実行委員会 様、脇若 保 様、（特非）ぎふ長良川走ろう会 様、 

中濃消防組合交通安全青年部 様、（一社）岐阜県道路交通安全施設業協会 様、岐阜県民生活協同

組合 様、（一社）全国霊柩自動車協会 様、（一社）岐阜県自動車整備振興会 様 （順不同）  

 

誠にありがとうございます。 

遺児激励金に関するお問い合わせは、下記担当までお願いします。 


